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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月5日(2009.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】記憶素子、半導体装置、及び記憶素子の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁物を含む第１の導電層と、
　前記絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層と、
　前記有機化合物層上に第２の導電層と、を有することを特徴とする記憶素子。
【請求項２】
　第１の導電層と、
　前記第１の導電層上に有機化合物層と、
　前記有機化合物層上に絶縁物を含む第２の導電層と、を有することを特徴とする記憶素
子。
【請求項３】
　第１の絶縁物を含む第１の導電層と、
　前記第１の絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層と、
　前記有機化合物層上に第２の絶縁物を含む第２の導電層と、を有することを特徴とする
記憶素子。
【請求項４】
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　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　電気的作用を加えることによって、前記第１の導電層と前記第２の導電層とが一部接す
ることを特徴とする記憶素子。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　電気的作用を加えることによって、前記有機化合物層の膜厚が変化することを特徴とす
る記憶素子。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の記憶素子を有する半導体装置。
【請求項７】
　絶縁物を含む第１の導電層を形成し、
　前記絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の導電層を形成することを特徴とする記憶素子の作製方法。
【請求項８】
　第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に絶縁物を含む第２の導電層を形成することを特徴とする記憶素子
の作製方法。
【請求項９】
　第１の絶縁物を含む第１の導電層を形成し、
　前記第１の絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の絶縁物を含む第２の導電層を形成することを特徴とする記
憶素子の作製方法。
【請求項１０】
　第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層に絶縁物を添加して、絶縁物を含む第１の導電層を形成し、
　前記絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の導電層を形成することを特徴とする記憶素子の作製方法。
【請求項１１】
　第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層表面の一部を改質して、絶縁物混入領域を前記第１の導電層に形成し
、
　前記絶縁物混入領域上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の導電層を形成することを特徴とする記憶素子の作製方法。
【請求項１２】
　第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層に金属元素、又は半導体元素を添加し、
　前記金属元素又は前記半導体元素を酸化して、絶縁物を含む第１の導電層を形成し、
　前記絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の導電層を形成することを特徴とする記憶素子の作製方法。
【請求項１３】
　第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層に第１の絶縁物を添加して、第１の絶縁物を含む第１の導電層を形成
し、
　前記第１の絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の絶縁物を含む第２の導電層を形成することを特徴とする記
憶素子の作製方法。
【請求項１４】
　第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層表面の一部を改質して、第１の絶縁物混入領域を第１の導電層に形成
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し、
　前記第１の絶縁物混入領域上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の絶縁物を含む第２の導電層を形成することを特徴とする記
憶素子の作製方法。
【請求項１５】
　第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層に金属元素、又は半導体元素を添加し、
　前記金属元素又は前記半導体元素を酸化して、第１の絶縁物を含む第１の導電層を形成
し、
　前記第１の絶縁物を含む第１の導電層上に有機化合物層を形成し、
　前記有機化合物層上に第２の絶縁物を含む第２の導電層を形成することを特徴とする記
憶素子の作製方法。
【請求項１６】
　請求項１２又は請求項１５において、
　加熱処理によって、前記金属元素又は前記半導体元素を酸化することを特徴とする記憶
素子の作製方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　　絶縁物混入領域を有する導電層を形成後、その表面をドライエッチングやウェットエ
ッチングなどのエッチングにより、所望の形状に加工してもよいし、表面を削るなどの加
工を行ってもよい。絶縁物混入領域を所望の形状に加工することによって、有機化合物層
との界面に存在し、有機化合物層と接する絶縁物の量や濃度を制御することができる。本
発明でも用いることのできる絶縁物を含む導電層の形状について、図１６を用いて説明す
る。図１６（Ａ１）（Ａ２）において、基板８０上に絶縁物混入領域８２を有する第１の
導電層８１が形成されている。図１６（Ａ１）（Ａ２）のように、第１の導電層８１中に
選択的に絶縁物混入領域を形成し、絶縁物混入領域が膜として連続性を有さずに、不連続
な島状の形状となる場合がある。図１６（Ａ１）（Ａ２）において、第１の導電層８１中
の絶縁物混入領域８２は、無秩序な形状の島状で、無規則な位置に形成され、上面図であ
る図１６（Ａ１）における線Ｙ－Ｚの断面図である図１６（Ａ２）で確認できるように、
個々の島状の絶縁物混入領域８２を有する第１の導電層８１は膜厚分布を有しており、そ
の表面に凹凸形状を有する場合もある。
 


	header
	written-amendment

